
合併の期日の変更について 
 
１．変更内容 

「平成１７年３月３１日までに合併する。平成１７年３月１日を目標期日とする。」を「合 
併期日は、平成１７年４月１日とする。」に改める。 

 
 
２．変更理由 

「市町村の合併の特例に関する法律」（合併特例法）の改正による。 
 
 従前の合併特例法では、平成１７年３月３１日までに合併が行われることを要件としてい

たため、本協議会も平成１７年３月１日を目標期日としていましたが、今回の改正により平

成１７年３月３１日までに市町村の議会の議決を経て県に合併申請を行い、平成１８年３月

３１日までに合併を行えば現行の合併特例法の規定を適用できることとなったため。 
 
 
３．変更による主なメリット 
  １）平成１７年３月の１ヵ月分の予算、決算、決算監査等の手間が省け、事務経費削減につ

ながる。 
  ２）地方交付税の優遇措置が、実質１年間延長される。 
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